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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

平成20年度
第１四半期連結
累計(会計)期間

平成21年度
第１四半期連結
累計(会計)期間

平成20年度

(自　平成20年
４月１日

至　平成20年
６月30日)

(自　平成21年
４月１日

至　平成21年
６月30日)

(自　平成20年
４月１日

至　平成21年
３月31日)

経常収益 百万円 14,146 13,275 56,689

経常利益

（△は経常損失）
百万円 1,988 1,175 △8,668

四半期純利益 百万円 1,746 922 ──

当期純利益

（△は当期純損失）
百万円 ── ── △8,435

純資産額 百万円 121,440 116,172 105,811

総資産額 百万円 2,158,8482,213,1752,165,813

１株当たり純資産額 円 698.87 591.00 360.20

１株当たり四半期純利益金額 円 34.44 18.21 ──

１株当たり当期純利益金額（△は１株当たり当期純損失金

額）
円 ── ── △194.44

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 18.16 9.12 ──

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 ── ── －

自己資本比率 ％ 5.5 5.1 4.8

営業活動による

キャッシュ・フロー
百万円 1,190 △2,395 △11,358

投資活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △16,794 1,436 △11,814

財務活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △3,220 △1,420 △3,862

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 百万円 37,187 26,695 28,985

従業員数 人 1,447 1,491 1,381

　（注）１．当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、一部の連結子会社を除き税抜方式によっており

ます。

２．１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５　経理の状況」中、「１　四半期連結財務諸表」の「１株当たり情

報」に記載しております。

３．平成20年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、当期純損失が計上されているため記載

しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当行グループ（当行及び当行の関係会社）が営む事業の内容については、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社における従業員数

 平成21年６月30日現在

従業員数（人）
1,491

[1,116]

　（注）１．従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,115人を含んでおりません。

２．臨時従業員数は、［　］内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外書きで記載しております。

 

(2）当行の従業員数

 平成21年６月30日現在

従業員数（人）
1,259

[932]

　（注）１．従業員数は、嘱託及び臨時従業員928人を含んでおりません。

２．臨時従業員数は、［　］内に当第１四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しております。

３．当行は執行役員制度を導入しており、執行役員９人は従業員数に含まれております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりませ

ん。

 

２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

３【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当第１四半期連結会計期間の国内経済は、昨年秋以降の世界的な景気後退の影響により、企業収益の低下や雇用情

勢の悪化等、厳しい状況が続きました。一部に持ち直しの動きが見られるものの、今後も景気のさらなる下振れリス

クに留意が必要な状況であります。当行グループが営業基盤とする千葉県経済につきましても、住宅着工戸数が減

少し企業倒産件数が増加する等、厳しい状況にあります。先行きについては、一部に下げ止りの傾向が見られます

が、引続き動向を注視する必要があります。

　このような経営環境のなか、当行は、平成21年度・22年度に取組む中期経営ビジョン「Change & Challenge21」に

基づいた具体的な戦略施策を積極的に展開してまいりました。その結果、当第１四半期連結会計期間の当行グルー

プの経営成績につきましては、次のとおりとなりました。

　業容面につきましては、預金残高は、個人預金の増加等により、前第１四半期連結会計期間末比661億円増加して１

兆9,980億円となりました。貸出金残高は、中小企業新規貸出の増強に向けた営業活動を積極的に展開した結果、前

第１四半期連結会計期間末比859億円増加して１兆5,071億円となりました。有価証券残高は、前第１四半期連結会

計期間末比221億円減少して4,529億円となりました。

　損益面につきましては、貸出金利息や有価証券利息配当金の減少を主要因に資金運用収益が減少したこと等から、

経常収益は前第１四半期連結会計期間比８億71百万円減少して132億75百万円となりました。一方、経常費用は、預

金利息の減少を主要因に資金調達費用が減少したこと等から、前第１四半期連結会計期間比58百万円減少して120

億99百万円となりました。

　この結果、経常利益は前第１四半期連結会計期間比８億13百万円減少して11億75百万円となり、四半期純利益は前

第１四半期連結会計期間比８億23百万円減少して９億22百万円となりました。

　事業の種類別セグメントの状況につきましては、銀行業務の経常収益は前第１四半期連結会計期間比５億19百万

円減少して115億95百万円、経常利益は前第１四半期連結会計期間比９億30百万円減少して13億33百万円となりま

した。また、リース業務の経常収益は前第１四半期連結会計期間比４億65百万円減少して16億95百万円、経常利益は

１億16百万円増加して30百万円となり、その他の業務の経常収益は前第１四半期連結会計期間比１億49百万円減少

して10億52百万円、経常利益は前第１四半期連結会計期間比３億16百万円減少して２億５百万円の経常損失となり

ました。
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　当行及び連結子会社には「海外」の拠点がないため、以下の①部門別収支から④部門別貸出金残高の状況につい

ては、国内業務部門・国際業務部門に区分して記載しております。

 

①　国内業務部門・国際業務部門別収支

　当第１四半期連結会計期間の資金運用収支は、国内業務部門で83億円、国際業務部門で0.8億円となり、内部取引

による相殺消去後の合計で81億円となりました。

　役務取引等収支は、国内業務部門で10億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で10億円となりました。

　その他業務収支は、国内業務部門で△0.2億円、国際業務部門で１億円となり、合計で１億円となりました。

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

資金運用収支
前第１四半期連結会計期間 8,392 210 301 8,301

当第１四半期連結会計期間 8,311 87 201 8,198

うち資金運用収益
前第１四半期連結会計期間 9,902 288 390 9,800

当第１四半期連結会計期間 9,455 132 276 9,311

うち資金調達費用
前第１四半期連結会計期間 1,510 78 89 1,499

当第１四半期連結会計期間 1,143 44 75 1,113

役務取引等収支
前第１四半期連結会計期間 1,247 △12 15 1,219

当第１四半期連結会計期間 1,058 △6 16 1,035

うち役務取引等収益
前第１四半期連結会計期間 2,055 26 263 1,818

当第１四半期連結会計期間 1,912 24 280 1,656

うち役務取引等費用
前第１四半期連結会計期間 807 38 247 598

当第１四半期連結会計期間 854 30 263 621

その他業務収支
前第１四半期連結会計期間 51 192 － 244

当第１四半期連結会計期間 △26 156 － 129

うちその他業務収益
前第１四半期連結会計期間 110 192 － 303

当第１四半期連結会計期間 268 156 － 424

うちその他業務費用
前第１四半期連結会計期間 58 － － 58

当第１四半期連結会計期間 295 － － 295

　（注）１．国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建

対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

２．相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。また資金運

用収益及び資金調達費用の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息を含めており

ます。
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②　国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況

　当第１四半期連結会計期間の役務取引等収益は、国内業務部門で19億円、国際業務部門で0.2億円となり、内部取

引による相殺消去後の合計で16億円となりました。

　一方、役務取引等費用は、国内業務部門で８億円、国際業務部門で0.3億円となり、内部取引による相殺消去後の

合計で６億円となりました。

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

役務取引等収益
前第１四半期連結会計期間 2,055 26 263 1,818

当第１四半期連結会計期間 1,912 24 280 1,656

うち預金・貸出業務
前第１四半期連結会計期間 260 － 0 260

当第１四半期連結会計期間 261 － 0 261

うち為替業務
前第１四半期連結会計期間 473 23 0 496

当第１四半期連結会計期間 448 22 0 470

うち証券関連業務
前第１四半期連結会計期間 70 － － 70

当第１四半期連結会計期間 35 － － 35

うち代理業務
前第１四半期連結会計期間 107 － － 107

当第１四半期連結会計期間 179 － － 179

うち保護預り・貸金

庫業務

前第１四半期連結会計期間 60 － 0 60

当第１四半期連結会計期間 58 － 0 58

うち保証業務
前第１四半期連結会計期間 387 1 247 141

当第１四半期連結会計期間 416 1 263 154

役務取引等費用
前第１四半期連結会計期間 807 38 247 598

当第１四半期連結会計期間 854 30 263 621

うち為替業務
前第１四半期連結会計期間 94 5 0 99

当第１四半期連結会計期間 89 4 － 94

　（注）１．国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建

対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

２．相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。
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③　国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高（末残）

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

預金合計
前第１四半期連結会計期間 1,934,325 4,652 7,050 1,931,927

当第１四半期連結会計期間 1,998,056 5,822 5,800 1,998,077

うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 960,099 － 1,850 958,248

当第１四半期連結会計期間 993,001 － 2,800 990,201

うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 961,013 － 5,200 955,813

当第１四半期連結会計期間 995,950 － 3,000 992,950

うちその他
前第１四半期連結会計期間 13,212 4,652 － 17,865

当第１四半期連結会計期間 9,103 5,822 － 14,925

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 3,000 － － 3,000

当第１四半期連結会計期間 7,900 － － 7,900

総合計
前第１四半期連結会計期間 1,937,325 4,652 7,050 1,934,927

当第１四半期連結会計期間 2,005,956 5,822 5,800 2,005,977

　（注）１．国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建

対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

２．預金の区分は次のとおりであります。

流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

定期性預金＝定期預金+定期積金

３．相殺消去については、当行と連結子会社の内部取引を相殺消去しております。

 

EDINET提出書類

株式会社千葉興業銀行(E03557)

四半期報告書

 7/32



④　国内業務部門・国際業務部門別貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況（残高・構成比）

業種別
平成20年６月30日

貸出金残高(百万円)構成比（％）

国内（除く特別国際金融取引勘定分） 1,421,286100.00

製造業 127,577 8.98

農業 4,746 0.33

林業 7 0.00

漁業 110 0.01

鉱業 2,906 0.21

建設業 85,382 6.01

電気・ガス・熱供給・水道業 7,669 0.54

情報通信業 4,138 0.29

運輸業 32,740 2.30

卸売・小売業 181,788 12.79

金融・保険業 51,767 3.64

不動産業 284,992 20.05

各種サービス業 193,508 13.62

地方公共団体 26,316 1.85

その他 417,634 29.38

海外及び特別国際金融取引勘定分 － －

政府等 － －

金融機関 － －

その他 － －

合計 1,421,286──
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業種別
平成21年６月30日

貸出金残高(百万円)構成比（％）

国内（除く特別国際金融取引勘定分） 1,507,196100.00

製造業 159,193 10.56

農業，林業 4,816 0.32

漁業 88 0.01

鉱業，採石業，砂利採取業 2,606 0.17

建設業 84,316 5.60

電気・ガス・熱供給・水道業 8,031 0.53

情報通信業 4,879 0.32

運輸業，郵便業 47,093 3.13

卸売業，小売業 192,254 12.76

金融業，保険業 58,381 3.87

不動産業，物品賃貸業 300,518 19.94

各種サービス業 167,962 11.14

地方公共団体 27,148 1.80

その他 449,904 29.85

海外及び特別国際金融取引勘定分 － －

政府等 － －

金融機関 － －

その他 － －

合計 1,507,196──

　（注）１．「国内」とは、当行及び連結子会社であります。

２．当行と連結子会社との間の内部取引は相殺消去しております。

３．日本標準産業分類の改訂（平成19年11月）に伴い、当四半期連結会計期間から業種の表示を一部変更してお

ります。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　税金等調整前四半期純利益が13億円、貸出金の増加が121億円、預金の増加が621億円、コールローン等の増加が296

億円あったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは△23億円（前第１四半期連結会計期間比35億円減少）

となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　有価証券の売却・償還による収入308億円、有価証券の取得による支出291億円等により、投資活動によるキャッ

シュ・フローは14億円（前第１四半期連結会計期間比182億円増加）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　配当金支払14億円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは△14億円（前第１四半期連結会計期間比18億

円増加）となりました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前第１四半期連結会計期間比104

億円減少の266億円となりました。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当行グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
１　主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

２　設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重

要な変更はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 138,750,000

第一種優先株式 1,250,000

第二種優先株式 5,000,000

第三種優先株式 35,000,000

計 180,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 50,722,045 同　　左
東京証券取引所

（市場第一部）
（注）１

第一回第一種優

先株式
1,250,000 同　　左 － （注）２、３

第二回第二種優

先株式
5,000,000 同　　左 － （注）２、４

第三回第三種優

先株式
17,150,000 同　　左 － （注）２、５

計 74,122,045 同　　左 ── ──

　（注）１．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。また、単元株式

数は100株であります。

　（注）２．第一回第一種優先株式、第二回第二種優先株式及び第三回第三種優先株式については、単元株式数は100株で

あります。また、会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。なお、剰余金の配当及び残余財産の

分配について普通株式に優先すること等の株式の内容との関係から、法令に別段の定めがある場合を除くほ

か、株主総会において議決権を有しないとしております。

　（注）３．提出日現在第一回第一種優先株式の普通株式への転換はありません。

第一回第一種優先株式の内容は次のとおりであります。

１．優先配当金

(1）優先配当金

　毎年３月31日現在の優先株式の株主（以下「優先株主」という。）に対し、普通株式に先立ち優先株式１

株につき100円の優先配当金を支払う。ただし、当該３月31日に終了する営業年度において優先中間配当金

を支払ったときは、その額を控除した額とする。また、平成11年９月30日を基準日とする優先中間配当金に

ついては支払わず、平成12年３月31日を基準日とする優先配当金については、１株につき53円82銭を支払

う。

(2）非累積条項

　ある営業年度において、優先株主に対して、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足

額は翌営業年度以降に累積しない。

(3）非参加条項

　優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。

(4）優先中間配当金

　中間配当を行うときは、毎年９月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち優先株式１株につき50円

の優先中間配当を支払う。

２．残余財産の分配

　当行は、残余財産を分配するときは、優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき4,000円を支

払う。優先株主に対しては、前記の4,000円のほか、残余財産の分配は行わない。
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３．優先株式の消却

　当行はいつでも優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却する

ことができる。

４．議決権

　優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。

５．株式の併合または分割、新株引受権等

　当銀行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、優先株式については株式の併合または分割を行わな

い。また優先株主には新株の引受権または転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。

６．普通株式への転換

(1）転換を請求し得べき期間

　平成12年９月18日から平成22年９月16日までとする。ただし、当行株主総会において権利を行使すべき株

主を確定するための一定の日（以下「基準日」という。）を定めたときは、その翌日から当該基準日の対

象となる株主総会終結の日までの期間を除く。

(2）転換の条件

　優先株式は下記の転換の条件で、当行の額面普通株式（以下「普通株式」という。）に転換することがで

きる。

①　当初転換価額

　当初転換価額は、平成12年９月18日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所の当行の

普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数は除く。）とし、その

計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。ただし、当初転換価額の下限は

1,000円とする。

②　転換価額の修正

　転換価額は、平成13年９月18日から平成21年９月18日までの毎年９月18日（以下、それぞれ「転換価額

修正日」という。）における時価が当該転換価額修正日に有効な転換価額を下回る場合には、転換価額

は、当該転換価額修正日以降時価に修正されるものとする。

　ただし、当該時価が1,000円を下回るときは、1,000円を修正転換価額とする。

　この場合に使用する時価は、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取

引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数

は除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

③　転換価額の調整

　転換価額（下限転換価額を含む。）は、当行が優先株式を発行後、時価を下回る払込金額での新たな普

通株式の発行、株式分割その他一定の場合には、次の計算により調整される。

    既発行

普通株式数
＋
新規発行普通株式数×１株当り払込金額

調整後

転換価額
＝
調整前

転換価額
×

１株当り時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　ただし、上記の算式により計算される転換価額が普通株式の額面金額の２倍の額を下回る場合には、普

通株式の額面金額の２倍の額をもって調整後転換価額とする。

④　転換により発行すべき普通株式数

　優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。

転換により発行すべき普通株

式数
＝
優先株主が転換請求のために提出した優先株式の発行価額総額

転換価額

　転換により発行すべき株式数の算出に当って１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

７．一斉転換

　転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった優先株式は、同期間の末日の翌日（以下一斉転換日とい

う。）をもって、優先株式１株の払込金相当額をそのときの普通株式の時価で除して得られる数の普通株式

となる。この場合に使用する時価は、一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所に

おける当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）

とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

　ただし、当該時価が普通株式の額面金額または1,000円のいずれか高い金額を下回るときは、優先株式１株

の払込金相当額を当該いずれか高い金額で除して得られる数の普通株式となる。

　上記の普通株式数の算出に当って１株に満たない端数が生じたときは、商法に定める株式併合の場合に準

じてこれを取扱う。
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８．期中転換または一斉転換があった場合の取扱

　優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の株主配当金または中間配当金は、転換の請求ま

たは一斉転換が４月１日から９月30日までになされたときは４月１日に、10月１日から翌年３月31日までに

なされたときは10月１日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。

９．転換により発生する単位未満株式の買取

　優先株式の転換により単位未満株式が発生する場合、当行は、商法に定める単位未満株式の買取請求がなさ

れたものとしてこれを買取る。

　（注）４．第二回第二種優先株式の内容は次のとおりであります。

１．優先配当金

(1）優先配当金の額

　毎年３月31日現在の本優先株式の株主（以下「本優先株主」という。）に対し、普通株式に先立ち本優先

株式１株につき104円の優先配当金を支払う。ただし、平成12年８月15日から平成13年３月31日までの229

日間に対する優先配当金については、本優先株式１株につき65円25銭を支払う。

(2）非累積条項

　ある営業年度において、本優先株主に対して、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不

足額は翌営業年度以降に累積しない。

(3）非参加条項

　本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。

(4）優先中間配当金の額

　中間配当を行うときは、毎年９月30日現在の本優先株主に対し、普通株主に先立ち本優先株式１株につき

52円の優先中間配当金を支払う。ただし、平成12年度においては中間配当は行わず、優先配当金のみの支払

とする。

２．残余財産の分配

　当行は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式１株につき4,000円

を支払う。本優先株主に対しては、前記の4,000円のほか、残余財産の分配は行わない。

３．優先株式の消却

(1）当行はいつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却

することができる。

(2）当行は、平成19年３月31日以降いつでも、本優先株式１株につき4,000円で本優先株式の全部または一部

を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。

４．議決権

　本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。

５．株式の併合または分割、新株引受権等

　当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式については株式の併合または分割を行わな

い。また本優先株主には新株の引受権または転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。

６．普通株式への転換

　本優先株主は、普通株式への転換請求権を有しない。また、普通株式への一斉転換も行われない。

　（注）５．提出日現在第三回第三種優先株式の普通株式への転換はありません。

第三回第三種優先株式の内容は次のとおりであります。

１．優先配当金

(1）優先配当金の額

　毎年３月31日現在の本優先株式の株主（以下「本優先株主」という。）に対し、普通株主に先立ち本優先

株式１株につき45円15銭の優先配当金を支払う。ただし、平成12年９月30日から平成13年３月31日までの

183日間に対する優先配当金については、本優先株式１株につき22円64銭を支払う。

(2）非累積条項

　ある営業年度において、本優先株主に対して、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不

足額は翌営業年度以降に累積しない。

(3）非参加条項

　本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。

(4）優先中間配当金の額

　中間配当を行うときは、毎年９月30日現在の本優先株主に対し、普通株主に先立ち本優先株式１株につき

22円57銭の優先中間配当金を支払う。ただし、平成12年度においては、中間配当は行わず、優先配当金のみ

の支払とする。
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２．残余財産の分配

　当行は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式１株につき3,500円

を支払う。本優先株主に対しては、前記の3,500円のほか、残余財産の分配は行わない。

３．優先順位

　本優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、当行の発行する各種の優先株式と

同順位とする。

４．本優先株式の消却

　当行はいつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却す

ることができる。

５．議決権

　本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。

６．株式の併合または分割、新株引受権等

　当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式については株式の併合または分割を行わな

い。また本優先株主には新株の引受権または転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。

７．普通株式への転換

(1）転換を請求し得べき期間

　平成14年９月30日から平成26年３月30日までとする。

　ただし、当行株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための一定の日（以下「基準日」とい

う。）を定めたときは、その翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。

(2）転換の条件

　本優先株式は下記の転換の条件で、当行の額面普通株式（以下「普通株式」という。）に転換することが

できる。

イ．当初転換価額

　当初転換価額は、平成14年９月30日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における

当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数は除く。）と

し、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。ただし、当初転換価額

の下限は1,014円（以下「下限転換価額」という。）とする。

　なお、上記45取引日の間に下記ハ．に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、上記の時価はハ．

に準じて調整される。

ロ．転換価額の修正

　転換価額は、平成15年９月30日から平成25年９月30日までの毎年９月30日（以下それぞれ「転換価額

修正日」という。）における当該転換価額修正日現在における時価に修正される。ただし、当該時価が下

限転換価額を下回る場合は、修正後転換価額は下限転換価額とする。

　この場合に使用する時価は、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取

引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数

は除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

　なお、上記45取引日の間に下記ハ．に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、上記の時価はハ．

に準じて調整される。

ハ．転換価額の調整

(イ）本優先株式発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、転換価額（下限転換価額を含む。）

を次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）により調整する。ただし、転換価額調整式に

より計算される転換価額が普通株式の額面金額の２倍の額を下回る場合には、普通株式の額面金額

の２倍の額をもって調整後転換価額とする。

    既発行

普通株式数
＋
新規発行普通株式数×１株当り払込金額

調整後

転換価額
＝
調整前

転換価額
×

１株当り時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。
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ａ．転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合

　調整後の転換価額は、払込日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその翌日以

降これを適用する。

ｂ．株式の分割により普通株式を発行する場合

　調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日がある場合はその翌日以降、また株式の分割

のための株主割当日がない場合は商法第220条にて準用する商法第215条第１項に規定された一定の

期間満了の日の翌日以降これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件

としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該

配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当

日とする場合には、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結

の日の翌日以降これを適用する。

ｃ．転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式に転換または新株引受権を

行使できる証券を発行する場合

　調整後の転換価額は、その証券の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の

終わりに、発行される証券の全額が転換またはすべての新株引受権が行使されたものとみなし、その

発行日の翌日以降またはその割当日の翌日以降これを適用する。

ｄ．普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券であって、転換価額または新株引受権の行使

価額が発行日に決定されておらず後日一定の日（以下「価額決定日」という。）の時価を基準とし

て決定されるものとされている証券を発行した場合において、決定された転換価額または行使価額

が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合

　調整後の転換価額は、当該価額決定日に残存する証券の全額が転換またはすべての新株引受権が行

使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(ロ）上記ハ．(イ）に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額

（下限転換価額を含む。）の調整を必要とする場合には、当行取締役会が適当と判断する転換価額に

変更される。

(ハ）転換価額調整式に使用する１株当たり時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、上記ハ．

(イ）ｂ．ただし書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取

引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない

日数は除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。な

お、上記45取引日の間に、上記ハ．(イ）または(ロ）に定める転換価額の調整事由が生じた場合に

は、調整後転換価額は、上記ハ．(イ）または(ロ）に準じて調整される。

(ニ）転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転

換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその株

主割当日の、また株主割当日がない場合は次に定める日における当行の発行済普通株式数とする。

ａ．株式の分割を行う場合は、商法第220条にて準用する商法第215条第１項に規定された一定の期間

満了の日

ｂ．その他の場合には、調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日

(ホ）転換価額調整式に使用する１株当たりの払込金額とは、①上記ハ．(イ）ａ．の時価を下回る払込

金額をもって普通株式を発行する場合には、当該払込金額（金銭以外の財産による払込の場合には

適正な評価額）、②上記ハ．(イ）ｂ．の株式分割により普通株式を発行する場合は０円、③上記

ハ．(イ）ｃ．の時価を下回る価額をもって普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券を

発行する場合には、当該転換価額または新株引受権の行使価額、④上記ハ．(イ）ｄ．の決定された

転換価額または行使価額が転換価額調整式の時価を下回る場合には、当該転換価額または新株引受

権の行使価額をそれぞれいうものとする。

(ヘ）転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどま

るときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発

生し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額か

らこの差額を差し引いた額を使用する。
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ニ．転換により発行すべき普通株式数

　本優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。

転換により発行すべき

普通株式数
＝
本優先株主が転換請求のために提出した本優先株式の発行価額総額

転換価額

　転換により発行すべき普通株式数の算出に当たって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。

ホ．転換により発行する株式の内容

　株式会社千葉興業銀行額面普通株式（現在１株の額面金額500円）

ヘ．転換請求受付場所

　みずほ信託銀行株式会社

ト．転換の効力発生

　転換の効力は、転換請求に要する書類及び本優先株式の株券が上記ヘ．に記載する転換請求受付場所

に到達したときに発生する。ただし、本優先株式の株券が発行されていないときは、株券の提出を要しな

い。

チ．普通株式への一斉転換

　転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった本優先株式は、平成26年３月31日（以下「一斉転換

日」という。）をもって、本優先株式１株の払込金相当額をそのときの普通株式の時価で除して得られ

る数の普通株式となる。この場合に使用する時価は、一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日

の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終

値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。

　ただし、当該時価が普通株式の額面金額または下限転換価額のいずれか高い金額を下回るときは、本優

先株式１株の払込金相当額を当該いずれか高い金額で除して得られる数の普通株式となる。

　上記の普通株式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、商法に定める株式併合の場

合に準じてこれを取扱う。

リ．期中転換または一斉転換があった場合の取扱

　本優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金は、転換の

請求または一斉転換が４月１日から９月30日までになされたときは４月１日に、10月１日から翌年３月

31日までになされたときは10月１日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。

ヌ．転換により発生する単位未満株式の買取

　本優先株式の転換により単位未満株式が発生する場合、当行は、商法に定める単位未満株式の買取請求

がなされたものとしてこれを買取る。

 

※上記（注）３．から５．の文中の「額面普通株式」は「普通株式」、「普通株式の額面金額」は「500円」、

「商法」は「旧商法」であります。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年４月１日～

　平成21年６月30日
－ 74,122 － 57,941,893 － 32,792,980

 

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

 平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式

第一回第一種優先株式

           1,250,000
──

前記「１　株式等の状

況」の「(1）株式の総

数等」に記載しており

ます。

第二回第二種優先株式

           5,000,000
──

第三回第三種優先株式

          17,150,000
──

議決権制限株式（自己株式等） － ── －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      48,900──

前記「１　株式等の状

況」の「(1）株式の総

数等」に記載しており

ます。

完全議決権株式（その他） 普通株式  50,517,600 505,176 同上

単元未満株式 普通株式     155,545── 同上

発行済株式総数 74,122,045── ──

総株主の議決権 ── 505,176 ──

　 

②【自己株式等】

 平成21年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社千葉興業

銀行

千葉市美浜区幸町

２－１－２
48,900 － 48,900 0.06

計 ── 48,900 － 48,900 0.06

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月

最高（円） 1,034 1,017 1,048

最低（円） 890 920 922

　（注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３【役員の状況】

(1）新任役員

該当事項はありません。

 

(2）退任役員

該当事項はありません。

 

(3）役職の異動

該当事項はありません。
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第５【経理の状況】
１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収

益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。

　  なお、前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日  至平成20年６月30日）は改正前の四半期連結財務諸表規

則に基づき作成し、当第１四半期連結会計期間（自平成21年４月１日  至平成21年６月30日）及び当第１四半期連結

累計期間（自平成21年４月１日  至平成21年６月30日）は改正後の四半期連結財務諸表規則に基づき作成しており

ます。

 

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至

平成20年６月30日）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（自平成21年４月１日  至平成21

年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）の四半期連結財務諸表に

ついて、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

株式会社千葉興業銀行(E03557)

四半期報告書

20/32



１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

現金預け金 34,366 36,803

コールローン及び買入手形 90,000 60,000

買入金銭債権 14,286 14,640

商品有価証券 286 303

有価証券 ※3
 452,907

※3
 446,152

貸出金 ※1
 1,507,196

※1
 1,495,015

外国為替 2,102 3,501

その他資産 37,459 31,696

有形固定資産 ※2
 18,717

※2
 18,978

無形固定資産 1,827 1,766

繰延税金資産 27,403 29,101

支払承諾見返 46,835 47,602

貸倒引当金 △20,214 △19,748

資産の部合計 2,213,175 2,165,813

負債の部

預金 1,998,077 1,935,965

譲渡性預金 7,900 34,440

借用金 16,374 16,797

外国為替 20 40

その他負債 22,624 20,027

退職給付引当金 4,683 4,567

役員退職慰労引当金 66 103

睡眠預金払戻損失引当金 418 456

支払承諾 46,835 47,602

負債の部合計 2,097,002 2,060,002

純資産の部

資本金 57,941 57,941

資本剰余金 32,792 32,792

利益剰余金 24,561 25,058

自己株式 △61 △60

株主資本合計 115,234 115,732

その他有価証券評価差額金 △262 △11,035

評価・換算差額等合計 △262 △11,035

少数株主持分 1,200 1,114

純資産の部合計 116,172 105,811

負債及び純資産の部合計 2,213,175 2,165,813
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（２）【四半期連結損益計算書】
　【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

経常収益 14,146 13,275

資金運用収益 9,800 9,311

（うち貸出金利息） 7,760 7,583

（うち有価証券利息配当金） 1,843 1,641

役務取引等収益 1,818 1,656

その他業務収益 303 424

その他経常収益 2,224 1,881

経常費用 12,158 12,099

資金調達費用 1,499 1,113

（うち預金利息） 1,332 997

役務取引等費用 598 621

その他業務費用 58 295

営業経費 6,515 6,521

その他経常費用 ※1
 3,485

※1
 3,547

経常利益 1,988 1,175

特別利益 201 140

償却債権取立益 140

特別損失 1 1

固定資産処分損 1

税金等調整前四半期純利益 2,188 1,314

法人税、住民税及び事業税 40 26

法人税等調整額 410 343

法人税等合計 369

少数株主利益又は少数株主損失（△） △9 21

四半期純利益 1,746 922
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,188 1,314

減価償却費 1,425 455

貸倒引当金の増減（△） 769 465

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18 116

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25 △37

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △35 △37

資金運用収益 △9,800 △9,311

資金調達費用 1,499 1,113

有価証券関係損益（△） 130 14

為替差損益（△は益） △220 △89

固定資産処分損益（△は益） 1 1

商品有価証券の純増（△）減 △25 17

貸出金の純増（△）減 7,969 △12,181

預金の純増減（△） 36,117 62,111

譲渡性預金の純増減（△） △12,500 △26,540

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△143 △423

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 55 147

コールローン等の純増（△）減 △31,911 △29,646

外国為替（資産）の純増（△）減 △155 1,398

外国為替（負債）の純増減（△） △26 △19

資金運用による収入 9,131 9,041

資金調達による支出 △777 △945

その他 △2,317 852

小計 1,367 △2,182

法人税等の支払額 △177 △213

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,190 △2,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △70,420 △29,144

有価証券の売却による収入 9,789 22,484

有価証券の償還による収入 45,590 8,349

有形固定資産の取得による支出 △1,622 △32

有形固定資産の売却による収入 66 0

無形固定資産の取得による支出 △198 △221

無形固定資産の売却による収入 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,794 1,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

劣後特約付借入金の返済による支出 △1,800 －

配当金の支払額 △1,419 △1,419

自己株式の取得による支出 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,220 △1,420

現金及び現金同等物に係る換算差額 220 89

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △18,604 △2,289

現金及び現金同等物の期首残高 55,792 28,985

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 37,187

※1
 26,695
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【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１．減価償却費の算定方法 　定率法を採用している有形固定資産については、年度に係る減価償却費の額

を期間按分する方法により算定しております。

２．貸倒引当金の計上方法 　「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等及び「破綻懸念先」で個別の予想

損失額を引き当てている債権等以外の債権に対する貸倒引当金につきまして

は、平成21年３月期の予想損失率等を適用して計上しております。

３．税金費用の計算 　法人税等につきましては、年度決算と同様の方法により計算しております

が、納付税額の算出に係る加減算項目及び税額控除項目は、重要性の高い項目

に限定して適用しております。

４．繰延税金資産の回収可能性の判断 　繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、一時差異の発生状況につ

いて前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められるため、同年度末の

検討において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニングの結果を

適用しております。

５．連結会社相互間の債権債務及び取引

の相殺消去

　連結会社相互間の債権債務につきましては、合理的な範囲内で、当該債権の

額と債務の額の差異の調整を行わずに相殺消去しております。

　連結会社相互間の取引につきましては、取引金額の差異を合理的な方法によ

り相殺消去しております。

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。

破綻先債権額 2,085百万円

延滞債権額 48,070百万円

３ヵ月以上延滞債権額 1,021百万円

貸出条件緩和債権額 5,344百万円

破綻先債権額 2,290百万円

延滞債権額 47,485百万円

３ヵ月以上延滞債権額 28百万円

貸出条件緩和債権額 5,234百万円

　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であり

ます。

　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であり

ます。

※２．有形固定資産の減価償却累計額 20,110百万円 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 19,903百万円

※３．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金

融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額は23,675百万円であります。

※３．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金

融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額は23,669百万円であります。
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（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１．その他経常費用には、貸出金償却334百万円、貸倒引

当金繰入額978百万円及び株式等償却128百万円を含ん

でおります。

※１．その他経常費用には、貸出金償却1,040百万円及び貸

倒引当金繰入額838百万円を含んでおります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（単位：百万円） （単位：百万円）

平成20年６月30日現在 平成21年６月30日現在

現金預け金勘定 49,883

定期預け金 △10,200

その他預け金 △2,495

現金及び現金同等物 37,187

 

現金預け金勘定 34,366

定期預け金 △5,100

その他預け金 △2,570

現金及び現金同等物 26,695

 

 

（株主資本等関係）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 （単位：千株）

 当第１四半期連結会計期間末株式数

発行済株式     

普通株式 50,722

第一回第一種優先株式 1,250

第二回第二種優先株式 5,000

第三回第三種優先株式 17,150

合　計 74,122

自己株式     

普通株式 50

合　計 50

 

２．配当に関する事項

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たりの
金額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月26日

定時株主総会

第一回第一種

優先株式
125 100平成21年３月31日平成21年６月29日利益剰余金

第二回第二種

優先株式
520 104平成21年３月31日平成21年６月29日利益剰余金

第三回第三種

優先株式
774 45.15平成21年３月31日平成21年６月29日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
銀行業務
（百万円）

リース業務
（百万円）

その他の業務
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

経常収益                         

(1）外部顧客に対する経

常収益
11,749 1,982 414 14,146 － 14,146

(2）セグメント間の内部

経常収益
364 177 787 1,329 (1,329) －

計 12,114 2,160 1,201 15,476 (1,329) 14,146

経常利益（△は経常損

失）
2,263 △85 111 2,289 (300) 1,988

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 
銀行業務
（百万円）

リース業務
（百万円）

その他の業務
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

経常収益                         

(1）外部顧客に対する経

常収益
11,341 1,600 332 13,275 － 13,275

(2）セグメント間の内部

経常収益
253 94 719 1,067 (1,067) －

計 11,595 1,695 1,052 14,342 (1,067) 13,275

経常利益（△は経常損

失）
1,333 30 △205 1,158 16 1,175

　（注）１．一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

２．各事業の主な内容は次のとおりであります。

(1）銀行業務 …………… 銀行業務

(2）リース業務 ………… リース業務

(3）その他の業務 ……… 信用保証業務、クレジットカード業務、一般貸金業務、事務代行業務、コンピュータ

システムの開発・販売・保守管理業務

 

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）及び

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　在外支店及び在外子会社がないため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

 

【国際業務経常収益】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）及び

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しております。
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（有価証券関係）

Ⅰ　当第１四半期連結会計期間末

※　企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる

ものは、次のとおりであります。

　

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21年６月30日現在）

 
四半期連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債 6,969 7,338 368

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 － － －

その他 4,000 2,710 △1,289

合計 10,969 10,049 △920

　（注）時価は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。

 

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年６月30日現在）

 取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照表計上
額（百万円）

評価差額（百万円）

株式 16,248 17,341 1,093

債券 323,112 325,676 2,564

国債 176,043 177,842 1,799

地方債 30,224 30,608 384

短期社債 － － －

社債 116,845 117,224 379

その他 78,824 72,880 △5,943

合計 418,185 415,899 △2,286

　（注）四半期連結貸借対照表計上額は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により計上し

たものであります。

（追加情報）

　変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、市場価格を時価とみなせない状態にある

と判断し、当第１四半期連結会計期間においては、合理的に算定された価額をもって連結貸借対照表計上額として

おります。これにより、市場価格をもって連結貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価証券」は4,607百万円増加、

「繰延税金資産」は1,672百万円減少、「その他有価証券評価差額金」は2,934百万円増加しております。

　変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フローを同利回り

に基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国債の利回り及び同利回りのボラティリティが主な価

格決定変数であります。
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Ⅱ　前連結会計年度末

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21年３月31日現在）

 
連結貸借対照表
計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

うち益
（百万円）

うち損
（百万円）

国債 6,968 7,327 358 358 －

地方債 － － － － －

短期社債 － － － － －

社債 － － － － －

その他 4,000 2,313 △1,686 － 1,686

合計 10,968 9,640 △1,327 358 1,686

　（注）１．時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

 

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日現在）

 
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表
計上額
（百万円）

評価差額
（百万円）

うち益
（百万円）

うち損
（百万円）

株式 16,627 14,897 △1,730 939 2,669

債券 326,071 325,087 △984 1,964 2,949

国債 183,297 184,136 839 1,166 327

地方債 31,600 31,848 248 319 70

短期社債 － － － － －

社債 111,174 109,102 △2,072 478 2,550

その他 81,931 70,167 △11,764 220 11,984

合計 424,630 410,151 △14,478 3,124 17,603

　（注）１．連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであり

ます。

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。

３．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時

価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表価

額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理という。）しております。

　当連結会計年度における減損処理額は、15,464百万円（株式4,898百万円、その他10,566百万円）であります。

　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりです。

　①時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合

　②時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落、且つ過去１年間の平均時価が40％以上下落した状態にあ

る場合

（追加情報）

　変動利付国債の時価については、従来、市場価格をもって連結貸借対照表計上額としておりましたが、昨今の市

場環境を踏まえた検討の結果、市場価格を時価とみなせない状態にあると判断し、当連結会計年度末においては、

合理的に算定された価額をもって連結貸借対照表計上額としております。これにより、市場価格をもって連
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結貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価証券」は4,832百万円増加、「その他有価証券評価差額金」は4,832

百万円増加しております。

　変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フローを同利回

りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国債の利回り及び同利回りのボラティリティが主

な価格決定変数であります。

   

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

  
当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 円 591.00 360.20

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

  
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 円 34.44 18.21

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額
円 18.16 9.12

　（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりで

あります。

  
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額          

四半期純利益 百万円 1,746 922

普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

普通株式に係る四半期純利益 百万円 1,746 922

普通株式の期中平均株式数 千株 50,688 50,672

          

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額
         

四半期純利益調整額 百万円 － －

普通株式増加数 千株 45,437 50,497

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式で、前連結会計年度末

から重要な変動があったものの概要

 － －

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月11日

株式会社　千　葉　興　業　銀　行

取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木　啓之　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 藤井　義博　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社千葉興業銀

行の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社千葉興業銀行及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　※　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行が別途保管して

おります。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月12日

株式会社　千　葉　興　業　銀　行

取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木　啓之　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 藤井　義博　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社千葉興業銀

行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社千葉興業銀行及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　※　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行が別途保管して

おります。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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